
     

平

成

三

十

年

二

月 
        

 
 

平
成
三
十
年
二
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   





 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

議
案
第
四
十
三
号 

 

文
京
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
頁 

議
案
第
四
十
四
号 

 

文
京
区
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３
頁 

議
案
第
四
十
五
号 

 
文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

５
頁 

議
案
第
四
十
六
号 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

７
頁 

議
案
第
四
十
七
号 

 

文
京
区
立
体
育
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

９
頁 

議
案
第
四
十
八
号 

 

文
京
区
立
障
害
者
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11
頁 

議
案
第
四
十
九
号 

 

文
京
区
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
頁 

議
案
第
五 

十
号 

 

文
京
区
立
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
頁 

議
案
第
五
十
一
号 

 

文
京
区
中
高
層
階
住
居
専
用
地
区
建
築
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

17
頁 

議
案
第
五
十
二
号 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
頁 

議
案
第
五
十
三
号 

 

文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21
頁 

議
案
第
五
十
四
号 
 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条 

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

23
頁 

議
案
第
五
十
五
号 

 

文
京
区
青
少
年
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

25
頁 

議
案
第
五
十
六
号 

 

お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

29
頁 

目 
 

 
 

 

次 





 

 
議
案
第
四
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
文
京
区

条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
「
二
五
〇
、
七
○
○
円
」
を
「
二
五
一
、
○
○
○
円
」
に
、
「
二
三
一
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
三
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、

「
二
八
九
、
七
○
○
円
」
を
「
二
九
○
、
○
○
○
円
」
に
、
「
一
四
四
、
八
○
○
円
」
を
「
一
四
四
、
九
○
○
円
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

報
酬
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

1





                                      

 
議
案
第
四
十
四
号 

 
 

 

文
京
区
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
基
金
条
例
（
昭
和
四
十
年
六
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

子
ど
も
宅
食
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
基
金
を
設
置
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

子
ど
も
宅
食
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

事
業
の
運
営 

子
ど
も
宅
食
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

基
金 

 

3





                                      

 
議
案
第
四
十
五
号 

 
 

 

文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

区
長
の
事
務
部
局
の
職
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
、
四
五
三
人 

 

二 

議
会
の
事
務
部
局
の
職
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇
人 

 

三 

教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
職
員 

 
 

 
 

 
 

 

一
八
四
人 

 

四 

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
の
職
員 

 
 

 

一
五
八
人 

 

五 

選
挙
管
理
委
員
会
の
事
務
部
局
の
職
員 

 
 

 
 

 
 

 

七
人 

 

六 

監
査
委
員
の
事
務
部
局
の
職
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
人 

 
 

 

合 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
、
八
一
八
人 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

5



                                      

 
（
説 

 

明
） 

 

職
員
配
置
の
見
直
し
に
伴
い
、
職
員
の
定
数
を
改
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

6



                                      

 
 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
三
月
文
京
区
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会 

  
 

 

付 

則 

  

（
説 

 

明
） 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
職
員

を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
団
体
を
追
加
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

議
案
第
四
十
六
号

7





 
 

 

文
京
区
立
体
育
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

 

文
京
区
立
体
育
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
体
育
館
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
七
月
文
京
区
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
三
項
中
「
、
更
衣
箱
及
び
ヘ
ア
ー
ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
利
用
料
金
を
除
き
」
を
削
る
。 

別
表
第
一 

の
部
文
京
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
款
卓
球
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

別
表
第
四
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

備
考 

附
帯
設
備
の
使
用
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
に
規
定
す
る
施
設
の
使
用
時
間
別
に
よ
る
も
の
と
し
、
全
日
に
あ
つ
て

は
四
回
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

ス

ポ

ー

ツ 

多

目

的

室 

二
、
九
〇
〇
円

二
、
九
〇
〇
円

二
、
九
〇
〇
円 

三
、
四
〇
〇
円

一
○
、
一
〇
〇
円

 

㈠

議
案
第
四
十
七
号

9



 

 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
立
体
育
館
条
例
別
表
第
一 

の
部
文
京
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
款
に
規
定
す
る
ス
ポ
ー
ツ

多
目
的
室
の
使
用
に
係
る
使
用
申
込
み
そ
の
他
の
必
要
な
準
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

文
京
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
施
設
を
新
設
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

㈠

10



 

 
 

 

文
京
区
立
障
害
者
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
障
害
者
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
立
障
害
者
福
祉
施
設
条
例
（
平
成
十
六
年
三
月
文
京
区
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま

す
。 議

案
第
四
十
八
号

11





5 

 
 

 

文
京
区
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
本
郷
五
丁
目
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
の
項
及
び
本
郷
一
丁
目
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
の
項
を
削
り
、
同

表
本
郷
一
丁
目
第
二
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
の
項
中
「
十
三
戸
」
を
「
十
一
戸
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
本
郷
一
丁
目
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
の
項
を 

削
る
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

本
郷
五
丁
目
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
及
び
本
郷
一
丁
目
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
本

郷
一
丁
目
第
二
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
型
区
民
住
宅
の
戸
数
を
変
更
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

議
案
第
四
十
九
号

13





 

 
 

 

文
京
区
立
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
立
住
宅
条
例
（
平
成
十
四
年
六
月
文
京
区
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
文
京
区
立
根
津
一
丁
目
住
宅
の
項
中
「
十
五
戸
」
を
「
十
三
戸
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

区
立
根
津
一
丁
目
住
宅
の
戸
数
を
変
更
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

議
案
第
五
十
号

15





 
 

 

文
京
区
中
高
層
階
住
居
専
用
地
区
建
築
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
中
高
層
階
住
居
専
用
地
区
建
築
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
中
高
層
階
住
居
専
用
地
区
建
築
条
例
（
平
成
八
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
号
中
「
第
百
三
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
百
三
十
六
条
の
二
の
五
第
一
項
第
二
号
及

び
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
（
あ
）
の
項
中
「
別
表
第
二
（
ち
）
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
別
表
第
二
（
り
）
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

議
案
第
五
十
一
号

17





11 

 
 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

   

議
案
第
五
十
二
号

別
表
第
一

の
項
中
「
又
は
第
十
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
、
第
十
三
項
た
だ
し
書
又
は
第
十
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

 

30
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文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

文
京
区
立
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
四
月
文
京
区
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
十
条
の
二
中
「
第
十
二
条
第
十
号
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
中
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
五
条
の
十
一
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

（
運
動
施
設
の
敷
地
面
積
の
基
準
） 

第
三
条
の
五
の
二 

一
の
公
園
に
設
け
る
運
動
施
設
の
敷
地
面
積
の
総
計
の
当
該
公
園
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
は
、
百
分
の
五

十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

議
案
第
五
十
三
号

21



                                      

 
都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
運
動
施
設
の
敷
地
面
積
の
基
準
を
定
め
る

ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

22



                                      

 
 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例

第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

議
案
第
五
十
四
号

23





 

 
 

 

文
京
区
青
少
年
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
青
少
年
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
青
少
年
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
者
」
の
下
に
「
の
う
ち
そ
の
他
の
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
者
」
の
下

に
「
の
う
ち
そ
の
他
の
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
等
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
中
高
生
に
係
る

使
用
料
は
、
無
料
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
等
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
使 

用
者
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
の
部
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

ホ
ー
ル 

 
 

  

午 
 

前 

使 
 

 
 

用 
 

 
 

料 

午 
 

後 

夜 
 

間 

 

議
案
第
五
十
五
号

25



 

  
別
表
第
一
の
二
の
部
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

音
楽
ス
タ
ジ
オ 

    

 

      

 
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
文
京
区
青
少
年
プ
ラ
ザ
の
施
設
及
び
附
帯
設
備
を
使
用 

音
楽
ス
タ
ジ
オ
Ｂ 

音
楽
ス
タ
ジ
オ
Ａ 

施 

設 

名 

四
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

午 
 

前 

使 
 

 
 

 

用 
 

 
 

 

料 

四
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

午 

後 

Ⅰ 

二
〇
〇
円

八
〇
〇
円

午 

後 

Ⅱ 

二
〇
〇
円

八
〇
〇
円

夜 
 

間 

 

音
響
設
備
、
映
写
設
備
等 

種 
 

別 

一
式
、
一
台
又
は
一
本 

一
回 

単 
 

位 

六
〇
〇
円

使 

用 

料 

 

二
、
五
〇
〇
円 

二
、
五
〇
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

 

別
表
第
二
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

附
帯
設
備
の
使
用
料 

26



 

す
る
者
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
青
少
年
プ
ラ
ザ
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前 

の
例
に
よ
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

青
少
年
プ
ラ
ザ
の
中
高
生
に
係
る
施
設
及
び
附
帯
設
備
の
使
用
料
を
無
料
と
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 
 

27





 

 
 

 

お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定 

 

お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
協
定
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

協

定

の

目

的 
 

お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事 

二 

協

定

金

額 
 

金
十
三
億
三
千
七
百
七
十
五
万
円 

三 

協
定
の
相
手
方  

 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
二
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
代
田
区 

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

議
案
第
五
十
六
号

代
表
者 

千
代
田
区
長 

石
川
雅
己
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（
参 

 
考
） 

一 

支
出
科
目
等 

 

平
成
二
十
九
年
度 

一
般
会
計 

土
木
費 

道
路
橋
梁
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
三
十
年
度 

債
務
負
担
行
為 

平
成
三
十
一
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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